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貿易関係証明申請者各位 

北九州商工会議所 

産 業 振 興 課 

（ 公 印 省 略 ） 

 

【重要】貿易関係証明(非特恵)手数料の改定について 

（2026 年 4 月 1 日～） 

 

平素より北九州商工会議所 貿易関係証明をご利用いただき誠にありがとうございます。 

2022 年以降、全国統一の貿易証明発給システム（オンラインシステム）導入により、窓口およびオンライン双

方の発給体制に係る運営維持管理費や、システム利用料などの審査・運営に関する諸経費が増大しております。 

こうした状況を踏まえ、長年にわたり価格を据え置いてまいりました貿易証明手数料につきまして、下記のと

おり改定させていただくこととなりました。 

今後も円滑な発給体制の維持に努めてまいりますので、ご申請者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜

りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．改定日 ２０２６年４月１日（水）    窓口・オンラインともに同日承認分より 

 

2．改定対象 一般貿易関係証明(非特恵) 発行手数料（消費税 10％込み） 

 現行 

2026 年 3 月 31 日まで 

改定後 

2026 年 4 月 1 日から 

会員 非会員 会員 非会員 

原産地証明 1,100 円 2,200 円 1,650 円 3,300 円 

インボイス証明 1,100 円 2,200 円 1,650 円 3,300 円 

サイン証明 1,100 円 2,200 円 1,650 円 3,300 円 

その他証明 1,100 円 2,200 円 1,650 円 3,300 円 

※１件あたり５部まで 

※貿易登録手数料や証明書用紙等のその他手数料は変更ありません 

 

３．その他 これを機に北九州商工会議所へご入会ご検討いただける場合は、 

お問い合わせください。（ https://www.kitakyushucci.or.jp/about/service/nyukai/ ） 

 

４．参考 本記事掲載ページ https://www.kitakyushucci.or.jp/topics/013162  

以上 

本件担当 北九州商工会議所 産業振興課（093-541-0185） 
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